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新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に対処するための特殊業務手当の支給について 

 

 

「公立学校教職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（令和２年兵庫

県条例第５号）」の制定により、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に対処するための特殊業務手当の取

扱いを下記のとおり定めたので通知します。 

 なお、各教育事務所にあっては、管内各市町組合教育委員会に対し、このことを通知

願います。 

記 

 

１ 支給対象者 

  小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校（以下

「学校」という。）に勤務する職員（以下「職員」という。）が学校の管理下におい

て次に掲げる業務（詳細は別紙）に従事したときに支給する。 

(1) 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の病原体の付着した、又は付着の危険のある物件の処理の業務 

(2) 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症から児童又は生徒の生命及び健康を保護するために緊急に行わ

れる措置に係る業務であって、県教育委員会が指定するもの 

 

２ 緊急に行われる措置 

１(2)の緊急に行われる措置に係る業務であって、県教育委員会が指定するものは、感

染者等に接して行う業務とする。 

 

３ 支給額 

 (1) １(1)の業務 

従事した日１日につき300円 

 (2) １(2)の業務 

従事した日１日につき3,000円（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症にかかっている、又はかかって

いる疑いのある児童若しくは生徒の身体に接触して行う業務、これらの者に長時間に

わたり接して行う業務に従事した場合にあっては、4,000円） 

 

４ 業務等の確認及び記録 

校長は、職員が１に掲げる業務に従事した場合は、業務の種類等について確認のうえ、

特殊業務実績簿（別紙様式）に記録する。 

 

５ 手当の支給方法 

  特殊業務実績簿に基づき、その月分を翌月の給料日までに支給する。 

 

 



 

６ 同じ日に複数の業務に従事した場合の取扱い 

 (1) 職員が同じ日に１(1)又は(2)に掲げる業務に併せて、公立学校教職員の特殊勤務手

当に関する条例第３条の２第１項第１号ウに規定する児童又は生徒の負傷、疾病等に

伴う救急の業務に従事した場合において、それぞれの業務について特殊業務手当の支

給要件を満たすときは、当該１(1)又は(2)の業務についての特殊業務手当は支給しな

い。 

 (2) 職員が同じ日に１(1)及び(2)に掲げる業務のいずれにも従事した場合においては、

１(2)に掲げる業務のみに従事したものとする。 

 

７ 適用期日 令和２年２月１日 

 

 

 



別紙

業務詳細 支給額(日額)

①消毒
感染者(※1)が発生した場合に行うクラス教室等
及び動線の消毒

300円

②検査への協力(感染の疑い
のある者に接しない場合)

感染の疑いのある(※2)検査対象者の検体の取扱
い

300円

③直接処遇 感染の疑いのある児童生徒の救急業務
3,000円

(4,000円※4)

④疫学調査への協力
感染者に対して保健所等が行う、感染経路特定の
ための疫学調査への協力

3,000円
(4,000円)

⑤検査への協力
感染の疑いのある検査対象者への検査の説明
感染の疑いのある検査対象者との検査容器及び検
体の受渡し

3,000円
(4,000円)

※1：後日感染者であると判明した場合を含む(消毒の際には感染の疑いのある者であったが、その後の検査結果が陽性であった場合等)

※2：保健所や医師等からPCR検査の指示を受けるなどして、疑いがあると判断された場合(後日判断された場合を含む)を指す

※3：感染者(※1)及び感染の疑いのある(※2)者

※4：感染者等の身体に接触又は１時間以上(１日の累積)接して行う場合

児童又は生徒の生命及び健康を保護
するために緊急に行われる措置に係
る業務
・感染者等(※3)に接して行う業務

業務内容

病原体の付着した、又は付着の危険
のある物件の処理の業務



 

（別紙様式） 

特 殊 業 務 実 績 簿 

学 校 名  

職名  

氏名  

職員コード       

学 校 長 

確 認 
業務の種類 業務の内容 従事年月日（曜日）及び従事時間 

支 給 

日 数 
支 給 額 備 考 

   
 年   月   日（ ）   時   分から 

年   月   日（ ）   時   分まで 

日 

 

円 

 
 

   
    年   月   日（ ）   時   分から 

     年   月   日（ ）   時   分まで 
   

   
    年   月   日（ ）   時   分から 

     年   月   日（ ）   時   分まで 
   

   
    年   月   日（ ）   時   分から 

     年   月   日（ ）   時   分まで 
   

   
    年   月   日（ ）   時   分から 

     年   月   日（ ）   時   分まで 
   

   
    年   月   日（ ）   時   分から 

     年   月   日（ ）   時   分まで 
   

   
    年   月   日（ ）   時   分から 

     年   月   日（ ）   時   分まで 
   

   
    年   月   日（ ）   時   分から 

     年   月   日（ ）   時   分まで 
   

（注） 対外運動競技等については、開催団体名を備考欄に記載すること。 

（注） 実績簿の記入にあたっては、別表「特殊業務手当の支給要件」により支給対象となる要件等を確認すること。 



記載例 

（別紙様式） 

特 殊 業 務 実 績 簿 

学 校 名 ○○学校 

職名 ○○ 

氏名 ○○ ○○ 

職員コード ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

学 校 長 

確 認 
業務の種類 業務の内容 従事年月日（曜日）及び従事時間 

支 給 

日 数 
支 給 額 備 考 

 
新型コロナ

対応業務 

感染者発生

に伴う教室

の消毒作業 

 令和○年  ○月  ○日（○）   時   分から 

令和○年  ○月  ○日（○）   時   分まで 

日 

１ 

円 

300 
 

   
    年   月   日（ ）   時   分から 

     年   月   日（ ）   時   分まで 
   

   
    年   月   日（ ）   時   分から 

     年   月   日（ ）   時   分まで 
   

   
    年   月   日（ ）   時   分から 

     年   月   日（ ）   時   分まで 
   

   
    年   月   日（ ）   時   分から 

     年   月   日（ ）   時   分まで 
   

   
    年   月   日（ ）   時   分から 

     年   月   日（ ）   時   分まで 
   

   
    年   月   日（ ）   時   分から 

     年   月   日（ ）   時   分まで 
   

   
    年   月   日（ ）   時   分から 

     年   月   日（ ）   時   分まで 
   

（注） 対外運動競技等については、開催団体名を備考欄に記載すること。 

（注） 実績簿の記入にあたっては、別表「特殊業務手当の支給要件」により支給対象となる要件等を確認すること。 

新型コロナへの対応業務に

ついては、支給要件に従事

時間がないため、従事時間

の記載は要しない。 

 



新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症への対応業務に係る特殊業務手当に関する事例

区分(※) 理由

1 ①

学校を休んで(前日は登校(出勤))PCR検査を
受けた生徒(職員)が陽性であったと連絡が
入った(感染者が発生した)。すぐに当該生徒
(職員)が前日使用した教室の机やドアノブ等
の消毒を行った。

Ａ

生徒下校(職員退勤)の翌日に行っていること
から、感染リスクが高い状態での業務とし
て、支給対象となる。

2 ①

金曜日に学校を休んでPCR検査を受けた生徒
(職員)が陽性であったと、月曜日に連絡が
入った(感染者が発生した)。連絡を受けた
後、当該生徒(職員)が金曜日に使用した教室
の机やドアノブ等の消毒を行った。

×

生徒下校(職員退勤)から数日経過後に行って
いることから、感染リスクが高い状態での業
務とは言えないとして、支給対象とならな
い。

3 ①

登校後、家族が陽性であることが判明し、生
徒は感染の疑いのある者と判断されたため、
帰宅させた。当該生徒の下校後、すぐに当該
生徒が使用した教室の机やドアノブ等の消毒
を行った。
※その後のPCR検査で当該生徒が陽性であっ
た場合

Ａ

感染者が使用した物件の消毒であるため、支
給対象となる。
(消毒の際には感染の疑いのある者であって
も、その後の検査で陽性となった場合は支給
対象)

4 ①

登校後、家族が陽性であることが判明し、生
徒は感染の疑いのある者と判断されたため、
帰宅させた。当該生徒の下校後、すぐに当該
生徒が使用した教室の机やドアノブ等の消毒
を行った。
※その後のPCR検査で当該生徒が陰性であっ
た場合

×

感染者が使用した物件の消毒ではないため、
支給対象とならない。

5 ①

登校後、家族が陽性であることが判明し、生
徒は感染の疑いのある者と判断されたため、
帰宅させた。当該生徒の下校後、すぐに当該
生徒が使用した教室の机やドアノブ等の消毒
を行った。その後のPCR検査で当該生徒が陽
性であったため、翌朝、再度当該生徒が使用
した教室の机やドアノブ等の消毒を行った。

Ａ
再度の消
毒は×

生徒下校後すぐに行った消毒は、感染者が使
用した物件の消毒であるため、支給対象とな
る。
ただし、翌朝の再度の消毒については、当該
生徒が使用した物件の消毒を既に行っている
ことから、感染リスクが高い状態での業務と
は言えないとして、支給対象とならない。

6 ③

体調不良となった生徒を保健室で対応し、帰
宅させた（保護者へ引渡した）。
※その後感染の疑いがあると判断された場合 Ｂ

PCR検査の結果(陽性･陰性)にかかわらず、感
染者等に接して行う業務として、支給対象と
なる。

7 ③

体調不良となった生徒を保健室で対応し、帰
宅させた（保護者へ引渡した）。
※その後感染の疑いがあると判断されなかっ
た場合

×

保健所等により感染の疑いがあると判断され
なかった場合は支給対象とならない。

8 ④

保健所等が行う疫学調査に協力するため、感
染した生徒の自宅へ訪問し、生徒から直接話
を聞いた。 Ｂ

感染者等に接して行う業務であるため、支給
対象となる。

9 ④

保健所等が行う疫学調査に協力するため、感
染した生徒の自宅へ電話し、生徒から話を聞
いた。 ×

感染者等に接して行う業務ではないため、支
給対象とならない。

10 ⑤

クラスの生徒に感染者が発生し、その他の生
徒に感染の疑いがあると判断された者が発生
した。感染の疑いのある生徒も含め、クラス
全員PCR検査をすることとなり、教室内で、
生徒に検査の説明、検査容器及び検体の受渡
しを行った。

Ｂ

PCR検査の結果(陽性･陰性)にかかわらず、感
染者等に接して行う業務として、支給対象と
なる。

※　Ａ･･･300円、Ｂ･･･3,000円(4,000円)、×･･･支給なし

事　　例
手当支給業務

内容
(別紙)



区分(※) 理由
事　　例

手当支給業務
内容
(別紙)

11 ⑤

クラスの生徒に感染者が発生したが、その他
の生徒に感染の疑いのある者と判断された者
はいなかった。しかし、念のためクラス全員
PCR検査をすることとなり、教室内で、生徒
に検査の説明、検査容器及び検体の受渡しを
行った。
※その検査で陽性者が出た場合

Ｂ

検査により陽性者が出た場合、当該生徒は感
染の疑いがあった者として、検査への協力は
感染リスクの高い業務となるため、支給対象
(感染者等に接して行う作業)となる。

12 ⑤

クラスの生徒に感染者が発生したが、その他
の生徒に感染の疑いのある者と判断された者
はいなかった。しかし、念のためクラス全員
PCR検査をすることとなり、教室内で、生徒
に検査の説明、検査容器及び検体の受渡しを
行った。その後、検査対象者が使用した机や
ドアノブ等の消毒を行った。
※その検査で陽性者が出た場合

Ｂ

検査により陽性者が出た場合、当該生徒は感
染の疑いがあった者として、検査への協力は
感染リスクの高い業務となるため、支給対象
(感染者等に接して行う作業)となる。消毒に
ついても、感染者が使用した物件の消毒であ
り、感染リスクが高い状態での業務として支
給対象となるが、同日にＡＢ両方の区分に該
当する場合は、Ｂのみの支給となる。

13 ②

上記事例10～12の場合において、検体の梱包
作業のみを行った。

Ａ

病原体の付着の危険のある検体を取り扱って
いるため、支給対象となる。(感染者等に接
して行う業務ではないため、Ｂの区分には該
当しない。)

14 ⑤

クラスの生徒に感染者が発生したが、その他
の生徒に感染の疑いのある者と判断された者
はいなかった。しかし、念のためクラス全員
PCR検査をすることとなり、教室内で、生徒
に検査の説明、検査容器及び検体の受渡しを
行った。
※その検査で陽性者がいなかった場合

×

感染の疑いのある生徒がおらず、全員陰性で
あった場合の検査への協力は、感染リスクが
高い業務とは言えないとして、支給対象とな
らない。

15 ⑤

感染の疑いのある者となった生徒の自宅へ訪
問し、生徒へPCR検査の説明、検査容器及び
検体の受渡しを行った。 Ｂ

感染者等に接して行う業務であるため、支給
対象となる。

16 ②

感染の疑いのある者となった生徒の自宅のポ
ストに検査容器を投函し、翌日検体をポスト
から回収した。

×
(投函日)
Ａ

(回収日)

病原体の付着がない検査容器をポストへ投函
するだけでは支給対象とはならない。翌日は
病原体の付着の危険のある検体を取り扱って
いるため、支給対象となる（事例13参考）。

※　Ａ･･･300円、Ｂ･･･3,000円(4,000円)、×･･･支給なし



 （ 1 ／ 3 ） 

   新旧対照表 

  



（ 2 ／ 3 ） （ 3 ／ 3 ） 

 

   新旧対照表   

現   行  改 正 案 

   附 則     附 則 

１～３ （略）  １～３ （略） 

  （新型コロナウイルス感染症に対処するための特殊業務手当の特例） 

 

 

 ４ 当分の間、第３条の２第１項に規定する職員（以下「学校職員」という。）が学校の管理下にお

いて次に掲げる業務に従事したときは、特殊業務手当を支給する。 

   (1) 新型コロナウイルス感染症（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成

10年法律第114号）第６条第７項第３号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号及び

次項第２号において同じ。）の病原体の付着した、又は付着の危険のある物件の処理の業務（次

号に掲げる業務を除く。） 

   (2) 新型コロナウイルス感染症から児童又は生徒の生命及び健康を保護するために緊急に行われ

る措置に係る業務であって、県教育委員会が指定するもの 

  ５ 前項に規定する特殊業務手当の額は、日額とし、学校職員が従事した業務の次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める額とする。 

   (1) 前項第１号に掲げる業務 300円 

 

 

 

  (2) 前項第２号に掲げる業務 3,000円（新型コロナウイルス感染症にかかっている児童若しくは

生徒又は新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある児童若しくは生徒の身体に接触

して行う業務、これらの者に長時間にわたり接して行う業務その他これらに準ずる業務として県

教育委員会が指定する業務に従事した場合にあっては、4,000円） 

  ６ 学校職員が同じ日に附則第４項各号に掲げる業務に併せて第３条の２第１項第１号ウに掲げる

業務に従事した場合において、当該業務が同項に規定する教育委員会規則で定める程度に及ぶとき

は、前２項の規定は適用しない。 

  ７ 学校職員が同じ日に附則第４項各号に掲げる業務のいずれにも従事した場合における同項の規

定の適用については、同項第２号に掲げる業務のみに従事したものとみなす。 

 

 

 

 

 

  

 


